
令和 2 年 4 月 8 日（水） 

 

令和２年度の登録手続きについて（追加のお知らせ） 

 

 政府からの、緊急事態宣言の発表を受けて、今後の各種大会について、予定され

ている大会が実施できるか、予測がつかない状況となっております。つきましては、

登録手続きについては、県協会のＨＰでご案内してある通りですが、以下の点につ

いて、追加のお知らせをさせていただきたいと思いますので、ご注意をお願いいた

します。 

 

１． 今年度は、チーム登録の継続加入申請までを確実に行ってください。現金の

振り込みは発生しません。（チーム登録金の振り込みは、まだ行わないで大丈

夫です。締め切りは現在のところ 5 月 31 日予定とします。） 

 

２． 個人登録作業（特に振り込み）については、今後、高体連専門部からの連絡

を受けてから行うこととし、連絡後は確実かつ速やかに振り込み及び登録証

の準備までを行ってください。 

 

※日本協会の登録管理システムから、埼玉県ハンドボール協会に継続加入申請をす

ると、県協会登録担当者から承認を受けますので、その作業までは確実に行って

ください。現金の振り込みは発生いたしません。個人の登録の準備はしていただ

いて構いませんが、登録料（特に個人）の振り込みについては、高体連からの連

絡を受けてから振り込むようにお願いいたします。 
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